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労使関係論の今日的展開と部門の業績管理

玉 井　 芳 郎

  1 ［Dunlop 58］pp.13．

あらまし

　労使関係論は各主体の妥協点であるルールを
分析の基軸とすることによって、労使関係とい
う領域における社会的経験を有効に説明できる。
その有効性は２つみられる。第１に、より高次に
概念化されたルールという記号を媒介にして経
験を読みとくために、労使関係を体系的に説明
することができる。第２に、記号として認識され
た社会的経験は、近隣の学問とのコミュニケー
ションを容易にして経験全体の認識を豊かにす
る。本稿ではこうした有効性を、労使関係に関わ
るいくつかの文献をもとに確認していく。その
作業と同時に、伝統的な労使関係論の枠組みを
用いることによっては、現代の労使関係をとら
えることが困難であることを示す。それは、対抗
的な労使の関係が協調的な関係に変遷しつつあ
ること、さらに、労働力の取引が集団的取引から
個別取引に変遷しつつあることに由来する。
　こうした現代の労使関係を読みとく有効な概
念が、[石田96b]で示された“部門の業績管理”で
あることを説明する。
　なお本稿は、今後提出を目指す、学位請求論文
の序章を構成することを意図して執筆したもの
である。

１．労使関係論の今日的展開

１.１　ルール研究の２つの意義

　労使関係という分野での経験的認識を体系づ

けて説明するための概念整理は、古くはJ.T.ダン
ロップによってなされた。［Dunlop58］では、労
使関係の概念構成を次のようなものとしてとら
えている。それは、当事者（ac t o r s）、環境

（contexts）、制度を統合しているイデオロギー、
および「職場や労働社会の当事者を統治するた
めに作られる一群の規則（a body of rules）」であ
る。そして、「商品やサービスの生産・交換を通
じての“欲求の充足”が社会の経済的サブシステ
ムにおける分析対象であるのと同様に、（職場や
作業組織の）規則の制定・運用は産業社会の労使
関係における主要な関心であり成果である」1 と
いうように、規則＝ルール研究としての労使関
係の分析視角がうちたてられる。この分析視角
についての［石田01］の解釈は、私にとって興
味深いものであった。それは、当事者や環境およ
び集団のイデオロギーといった要因が相互に関
連し影響を与えているところの労使関係を、こ
のルールに則して有効に説明できるというもの
である。この有効性は２つの観点からみられる。
第1に、より高次に概念化されたルールという記
号を用いることによって、社会的経験を体系的
に説明することができる。しかし、ひとたびその
記号を見失えば、経験の観測にバイアスがかか
るし、また、設定した記号の妥当性の反省がなけ
れば労使関係という固有の観測領域があいまい
にもなる。第２に、こうして記号化された社会的
経験は、近隣の学問とのコミュニケーションを
容易にして経験全体の認識を豊かにする。
　以下では、労使関係にかかわるいくつかの文
献をもとに第１の点を２節、３節で説明しよう
と思う。しかし、第２の点を　うまく説明する自
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  2 ［中西82-1］３ページを参照。
  3  詳細は、［中西82-2］３－22ページを参照されたい。
  4 ［石田92-1］187ページ。
  5 ［石田92-2］163－ 164ページ。
  6 ［中西82-3］188ページ。

信がない。そこで［西部78］を要約することで
これに代えたい。そして、最後に労使関係という
領域において記号的認識が成立する条件をかん
たんにまとめたうえで、現代における労使関係
の分析方法を検討してみたい。

１.２　方法的視座の確立とその効果①

１.２.１　問題意識

　私の主観ではあるが、近年の日本の労使関係
（に限らず労働研究）の著書には、政策提言的な
ニュアンスを持つものが多いよう思える。例え
ば［熊沢97］・［熊沢00］である。労働者、労働
組合の現状について苦言を呈し、彼らを鼓舞す
るということは、著者が想定する労働者像の「理
念型」からの現実の乖離に注目しているわけだ
が、その提言は、どこかリアリティに欠ける点が
あるように思える。「理念型」の導出のしかたに
その原因があるのだろうか。かの『国家の中の国
家』とどのように異なるのだろうか。ここでは、
それぞれの著書の分析方法に注目して違いを
探ってみたい。
　ところで、「社会政策論」の方法論の批判的検
討をこころみた［中西82］がある。これによれ
ば、戦後、社会政策・労働問題研究は「労働力論」
→「労働市場論」→「労資関係論」への移行段階
において、方法論上の論争があった。すなわち、

「社会政策・労働問題」研究は、戦後を起点とし
て昭和30年と40年に日本の２つのターニング・
ポイントを迎えたのであるが、当時の研究者の
意識は、これらを（ア）「社会政策から労働問題
へ」、そして（イ）「社会政策論の再構成へ」とと
らえ2、労働研究の方法論の行き詰まりを打破し
ようとしていた。その過程の要点は、（ア）大河
内理論の克服と、そこから展開された（イ）「労
働問題プロパー」の研究の克服であるといえる3。
そして、こうした過程を検討し、労働問題研究を
体系的に整理することによって昇華された著者
の方法論の中に、上の問題を解くヒントがあっ

た。結論を先取りして言えば次のようになる。
『国家の中の国家』では、この方法論に忠実で
あったので、また、その方法論じたいも妥当で
あったので、64年から70年にかけてのイギリス
労組と政府の関係を如実に描きえたのではない
か。そして、［熊沢97］・［熊沢00］においては、
その方法論じたいに工夫の余地が生じてきてい
ることから、現代の企業社会をうまく描きえな
かったのではないか。

１ .２ .２　政策論的分析方法

　まず、［中西82］の方法論を概観しよう。
　著者は、「労働問題」研究の社会科学体系上の
位置付けを、「経済学の応用問題の研究であると
共に、より根本的には経済学の前提問題の研究
であるという関係」4であると明らかにしている。
応用であり前提であるとは奇妙に聞こえるが、
この点の詳細は次のようである5。
　「労働」の諸問題は、人間社会の物的再生産の
メカニズムを総体的に把握しようとする経済学
にとっての実態的基盤をなすのである以上、経
済学の一定の蓄積のもとでは、「労働問題」研究
は、経済学のある分野についての応用研究とい
える。しかし、経済学が抽象化する経済法則の定
立のためには、常にある特定の「労働」のあり方
が前提とされていなければならない関係にもあ
る。「労働問題」研究の領域は、この労働のあり
方に関わるものであり、より具体的にいえば、労
働の生産力の社会科学的分析を意味する。資本
が労働者に労働力をどの程度支出させるかとい
う問題は、生産現場における労資の葛藤のうち
から描き出されるものなのである。
　こうした方法意識から「労働問題」研究の実証
研究が進められる場合、著者によれば２つのア
プローチが自覚的になされることが必要である
とする。一方は「経営史的分析方法」、他方は「政
策論的分析方法」と著者が呼ぶアプローチである。

①「経営史的分析方法」6
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　「資本主義の細胞学、その生態観察法である」。
「それは、……経済学とそれによる……資本主義
分析の成果を一応の前提としつつも、なお一旦
これから離れて、具体の中から特殊と一般とを
析出する方法」、つまり「まずいかなる論理的仮
説からも自由に、生起する史実の帰趨を追跡し、
その連鎖的因果を、（イ）まず経営内的な関連に
おいて、（ロ）ついで経営外的な諸条件との対応
において推理・確定し、なお……確定しえない部
分について〔のみ〕は、……既存の一般的理論仮

A A A A A A A A A A A

説を援用して、総じて、経営体の運動の各時点に
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

おいて、それを規定していた客観的条件とその
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

制約を何らかの方向につき破ることになる主体
A A A A A A A A A A A A A A A A

的契機とを発見し、再構成してゆくという分析
の枠組み」のことである。そしてその場合、特に

「経営体の運動」の把握は、その機動力をなすも
のとしての「経営を経営たらしめている事実＝

“経営内人間関係”」―「経営労資関係」―に焦点
を定めることが……基礎的視角とならなければ

A A A A

ならない」という点、および、この１経営体の運
動も、それが対面している……３種の質を異に
する市場……、「（a）貨幣・資金（資本）市場、（b）
一般商品（原材料・製品）市場、（c）労働市場」
との関連をたえず注目することによって、同時

A A A A A A A A

に、資本主義社会総体の運動を表現するものた
りうることになるという点、が留意されるべき
である。
②「政策論的分析方法」7

　かかる歴史的運動体における「主観」と「客観」
の「ダイナミックな連鎖」―「それ自身としては
文字通り一連続の「事実」―を、一義的に切断す
る理論」として反省され、構想されたものであ
る。つまり「人間の主観的実践とその総和として
の客観的結果の反復的連鎖としての歴史的に形
成されている……対象を把握するに際して、“政
策論的方法”は、客観的結果に着目する経済学固
有の方法ではなく、さりとて主体そのものを直
接把握するところからはじめようとする社会学
に特徴的な方法にもよらず、この客体と主体の
交渉を媒介するものとしての主体の客体への作
用の体系＝“政策”の把握に分析の起点を求めよ
うとするものである」。かかるものとして把握さ

れた「政策」とは、いわば“半主観・半客観”の存
在であり、―というのも、それは「①特定の「目的」
をもつものとして、すでに主観＝“理念”によって
方向づけられたものであり、また、②特定の「手段」
の体系として、すでに客観＝“実体”の分析に展開
せざるをえないものとしてある。それ故、<政策論
的分析方法>は、原則として、（1）政策体系の分析、

（2）政策理念・政策主体の分析、(3)政策機能・政策
対象の分析という３段の順序をもつ分析・叙述の方
法を導くことになるのであるが、それと共に、実体
的には一連続をなす分析対象の運動も、政策体系の
分析から機能される政策“理念”の変質を指標に、
一意的に“切断”しうるものとなる。

　残念ながら、私は①の「経営史的分析方法」を理
解しえたとはいえない。ここで、基礎的視角とされ
ている“経営内人間関係”すなわち経営労使関係な
るものをどのようにしてとらえるのかが明確ではな
いからである8。しかし、②の政策論的分析方法に
ついては理解できたように思う。それは労働政策の
研究である。すなわち、この著書の後半に示される
主従法・団結法、救貧法、工場法などの労働政策研
究9である。ただし政策研究といっても、政策その
ものの有効性を問うのではなく、現実を描くための
手段としてそれを用いるところがこの分析方法の肝
要な点である。前節の言葉を使用するならば、「政
策」とは社会的経験が高次に概念化された記号的存
在であるといえるかもしれない。
　ところで、記号的存在になりうる要件とは、経
験を体系的に説明できる抽象性と、もう一つ、現
実妥当性を備えていることであると私は考える
が、果たして「政策」はそれらを満たしているの
であろうか。
　［石田92］では、こうした「政策」の特性が敷
衍されている。「現実の資本主義国家は、一方で
は、労働力商品の特殊性に根拠を持った資本賃
労働関係の矛盾的あり方・不安定性に対してと
りあえずは一定の秩序を政策的に与えずにはお
かないし、他方では、この政策は同時に、現にあ
る資本賃労働関係の矛盾的あり方をとりあえず
はその政策（理念と強制機構）の中に映し出さず
におかない」10。このように、「政策」は、主体ど

  7 ［中西82-4］同上。
  8  この点を、［石田92-4］62－ 63ページでは批判している。
  9  この点について、著者の労働政策研究史の分析は、［中西82-5］219－409ページ、［石田92-5］60－ 62ページを参照されたい。
10 ［石田92-6］60ページ。



玉 井　 芳 郎376

うしの妥協点である政策が各主体の理念を反映
しており、その理念にそって各主体の行動が体
系的に描きだせるものとなっている。また、「利
害関係の相克とその都度の調整としてダイナ
ミックに動いている「社会」……の実相に最も素
直に照応した方法」11 でもあるという。
　以上において、政策論的分析方法は、労使関係
を体系的に、そして現実妥当性をもって説明でき
るところにその正当性があるといえそうである。

１.２.３　検討

　以上に示された［中西82］の方法論を、労使
関係をみるうえで仮に最適な方法論であると見
なすならば、熊沢氏の３つの著書において、その
方法論が使用されているか否かを検討すること
は、この節の目的のために必要な作業であろう。
もっとも、氏は必ずしも著書の中で方法論を明
示しているとはいえないので、まず、３つの著書
を私が読み取れた範囲で概観し、使用されてい
る分析方法を推察してみようと思う。

①『能力主義と企業社会』では、日本企業で能力
主義管理が受容された経緯および日本型能力主
義の性格が考察されている。その受容の経緯や
管理の性格が類型化され、国際的に比較される。
また、各類型は各国労働者の仕事に対する公平
観の違いの表れと説明されている。しかし、賃金
支払システムの違いなど各国の管理様式が類型
化されているものの、公平観を端的に示す記述
が乏しいために―その記述は情緒に訴えるので
あるが―あいまいさが残る。また著者は、近年、
能力主義管理において顕在能力を重視する傾向
を、｢生活態度としての能力｣をはじめ労働者の負
担を増大させるものとして、また、競争を激化さ
せるものとしてとらえている。その予防策とし
て、労働者の側から｢望ましい仕事、望ましい職
場のイメージ｣をつくり、その実現のためには時
に職場の仲間同士で団結し、経営労務への規制
という手段をとるべきであると提言する。確か
に、管理のやり方次第では著者のいうような、労
働負荷がみられる可能性もあろうが、著者の意
見は実際の職場の観察に根差したものではなく、

仕事の配分とそのルールまでを視野に入れてい
ない。そのルールをみることなしには、一方的に
労働者に負担が強いられているということはで
きないのではないかと感じた。
②『女性労働と企業社会』では、女性労働の現状
把握をするために次のような２つの分析視角が
用いられている。ひとつは、職場のジェンダー構
造は労働力への需要と労働者の適応との相互関
係を表すものであり、この需要と適応はその国、
その時代の慣行的な規範に強く影響されるもの
であるという視角。もうひとつは、女性労働者の
階層分けである。しかし、はじめの視角では、女
性労働の問題点を言及するにあたって、文化や
観念を非難の対象にするに留まっており、女性
労働の内実に迫りきらないでいるように思える。
著者の提言も、変化を求める女性達の叱咤激励
やアクターたちの合意形成について言及のない
職場制度の改革に終始するなど具体性に欠ける。
あとの視角では、女性労働者を階層化し階層特
有の問題を述べることによって職場の女性問題
を現実に近づけている。しかし、その階層区分は
仕事の恵まれている度合い、家事労働を分類の
軸としており、それら以外に重要とされる要因
がないために、階層の序列がおおまかであって、
女性労働の実体との乖離は小さくはないように
思えた。
③『国家の中の国家』では、1964年から70年に
いたるイギリス労働党政権によって実施された、
所得政策、生産性協約という労使関係制度の改
革が視座の中心に置かれる。アクターたる政府
や経営者、そして労組に関する記述は、それぞれ
の立場や理念および３者の関係を含めて、すべ
て制度改革へと集約させられる。それによって、
制度改革をめぐる３者の関係があざやかに見て
取れる。その要旨は次の如し。イギリスの労働組
合運動は、当時、任意主義、｢比較｣の賃金論、水
平主義といった明瞭な階級意識に支えられてい
た。この根強い階級意識が国民経済の停滞を促
したことは否めない。政府や経営者は、イギリス
経済の低迷から脱却すべくこのような階級意識
に対抗するかたちで国民経済のビヘイビアを方
向付けようとした。その発露が所得政策、生産性
協約である。しかし、これらは失敗に終わる。と
いうのも、この協約下における政府と組合の対

11 ［石田92-7］60ページ。
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立は、著者の言葉を借りれば、文化のありかたを
めぐる争いであったからである。政府と労組と
の間にある対立と緊張の関係は、経済的なレベ
ルにおける利益集団間の関係のみならず、独自
の文化や価値観を培う社会的な階級間の関係で
もあったのである。こうして著者は、政府と組合
の意識の妥協点たる協約や制度に着目し、イギ
リスの労働者のありようを論理的に説明するこ
とができた。さらに、協約と制度の失敗が、組合
の強い階級意識や独自の文化との葛藤にあるこ
とを明確に示すことができた。しかしながら、イ
ギリス労使関係のあざやかな記述にもかかわら
ず、組合という組織の強さのミクロ的表現、すな
わち、職場における労使関係はいったいどのよ
うなものであったのか、気になるところではあ
る。

１.２.４　結論

　上にみたことから分かるように、前の2つの文
献と『国家の中の国家』との違いは労働者のあり
様を説明する方法的基軸の違いである。誤解を
恐れずにいえば、前者は管理の様式や労働者の
あり様を、類型を用いて大枠としてのベクトル
を把握するところに、そして『国家の中の国家』
では主体が取り結ぶ妥協点たる政策や協約を起
点として主体の行動をそれぞれの理念に沿って
説明するところに特徴がある。しかしながら、前
者については、その類型把握から求められた主
張が必ずしも現実妥当性を担保していないこと
が難点であった。換言すれば著者の認識、主張が
現実からのバイアスを生み出してしまうという
方法論的な問題があった。
　この２つの比較から、高次に概念化された「政
策」という記号は、社会的経験をとらえる手段と
して有力であることが認められたと思う。時代
と場所がことなるテーマの著書であったので、
その選択は必ずしも適切ではなかったようにも
思われるが、しかし、それだからこそ次のような
疑問の答えもうかびやすい。
　なぜ前者は後者のような方法論をたて（られ）
なかったかのであろうか。
　答えは、おそらく、テーマの設定された年代・
場所が異なることが大きな要因であろう。時代・
国ごとに労使関係は異なるからである。だから

前者は後者の方法論をたてられなかったのでは
ないか。同義反復のようであるが、それをごく簡
単に説明すればこういうことである。
　『国家の中の国家』の世界では、集団的労使交
渉が協約というものに集約されやすかったため、
協約をみることによって労使双方の要請、論理
といったものの記述が比較的可能であった。し
かし、前者は労働の個別的取引を題材としてい
るので、『国家の中の国家』のような集団的取引
のかたちだけを眺めただけでは労使の関係はみ
えにくくなっている。労使の取引関係は、労使協
調という今次の傾向とともに、経営側の要請に
応えるようなかたちになりつつある。こうした
現代的な労使関係の有り様を記述するには、方
法的枠組みは、さらに工夫される必要があると
思われる。この点を、次節でもう少し検討してみ
ることとしたい。
　

１.３　方法的視座の確立とその効果②

　労使関係を歴史的に考察し、それによって現
代を把握し将来を展望するという目的を設定す
る場合、その方法はどのような工夫がなされて
いるであろうか。ここでは、［戸塚・徳永編77］
に注目する。
　この著書は、第１次世界大戦から第２次世界
大戦期における先進諸国の労資関係を説明する
ものである。分析方法の特徴としてまず目につ
くのは、「国家独占資本主義の形成・展開・没落
の全過程」（１ページ）を分析の中軸においてい
ることである。伝統的な労資の対抗関係を与件
としているので、そこから必然的に労働問題が
生起してくることになるのであるが、その処理
の仕組みの変遷がすなわち、「国家独占資本主義
の形成・展開・没落の全過程」としてとらえられ
る。このような視点から日本を除いた先進諸国
が観察されることになる。分析方法を少し具体
的にみてみよう。
　まず、資本主義社会における労働問題発生の
契機である「労働者の欲求・不満」が４つに類型
化される。すなわちそれは、（a）労働力販売者と
しての欲求・不満、（b）直接的生産者としての欲
求・不満、（c）消費者としての欲求・不満、（d）
政治的市民としての欲求・不満である。この４つ
の型に産業循環のインパクトによる影響が加味
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されて、理念型が設定される。そして、限定され
た期間（ここでは第一次世界大戦～第２次世界
大戦まで）において、現実が理念型からいかに乖
離しているかをみることによって、各国の資本
主義の展望がなされることになる。
　私見であるが、この著書において最も工夫さ
れた点は次の点ではないかと考えている。それ
は、理念型からの乖離をいかにしてとらえるか
という点である。実際、この著書でも理念型から
の乖離をとらえる際に２つの「難点」があるとみ
ている。その「難点」とは、「人間らしい生活」に
かかわる労働者の欲求・不満の程度は歴史的・社
会的にかわっていくものであるということ、さ
らに、職場における労働力取引にかかわる労働
者の欲求・不満の程度は好・不況に影響されるば
かりでなく資本蓄積の歴史的変化によってもか
わってくるということである。これらに影響さ
れて複雑な揺れ動きをみせる乖離の傾向は、な
にかそれを表象するものがなければつかみにく
い。1節で述べたルールという記号的な存在はこ
こで用いられている。それは労働問題を処理す
る仕組みであった12。
　労働問題を処理する仕組みは、先に示された
４つの「労働者の欲求・不満」の契機に即して説
明されている。具体的には以下の項目がチェッ
クされる（11～ 14ページ）。

（a）労働力販売者としての欲求・不満に関して。
労使関係の法的枠組みの歴史的変化は、労働組
合法、労働争議法、労働争議調停法などの歴史的
変化から観察される。労資関係の実態的枠組み
は、資本が労働組合を団体交渉の相手としてみ
ているか否か、みているならば、どのレベルで、
どのような事柄について交渉しているか、交渉
がととのった場合には、どのような協約が締結
されているか、そこに紛争処理のルールについ
てどのような規定がもりこまれているか。（b）直
接的生産者としての欲求・不満の処理に関して。
就業規則が存在するか否か、それはどのような
手続きで制定され運用されているか。労使協議
のしくみは形成されているか。それはいかに構
成され運用されているか。（c）消費者としての欲
求・不満に関しては、労働者が自助的な共済組合
組織をつくりあげているか、資本家側が福利厚
生的な施設を発展させているか。（d）政治的市民

としての欲求・不満に関しては労組と政府との
協議慣行は形成されているか、労組の代表が各
種政府機関に参加しているか。
　この４つの項目による分析は、一見煩雑にみ
える。しかし、労働問題を処理する仕組みの有効
性が問われるような転換点（歴史的な節）をなす
時期が注目され、転換点における資本と賃労働
の歴史的存在形態の変化が注目されているため
に、全体としては難解で理解に苦しむというこ
とはない。この著書は以上のような周到な方法
論にもとづいているため、労資関係が体系的に
描けているように思える。
　しかし現代労働問題を考察するにあたっては、
注目すべき時期が見当たらないという問題があ
るかと思われる。例えば、戦争や恐慌といった労
使関係に甚大な影響をあたえる歴史的転換点は、
現代においては把握しがたいのではないか。ま
た、日本についていえば、もはや労使の対抗関係
が目に見えては存在しないという事実は、伝統
的な労使関係論の領域をおびやかしつつあると
いってもよいのではないか。
　国家独占資本主義という言葉が耳目をひくこ
とがなくなって久しい。本著のいう労働問題処
理の背後にある「司法機構、警察、軍隊などの直
裁な暴力機構」（14ページ）などは、少なくとも
現代日本の労使関係に無関係ではないかとすら
言えそうである。現代の労使関係をとりまく環
境は、このように起伏に乏しく記述するのに困
難である。
　これを打開するには、労働力の取引関係の存
在する場を明らかにすることがまず必要な作業
であろう。前節でも述べたように、労使の取引関
係は、労使協調という今次の傾向とともに、経営
側の要請に応えるようなかたちになりつつある。
ただそうした場合でも、主体としての労働者の
役割はなくなりはしないだろう。集団としての
労働力の取引から、個別の取引に変化するので
ある。しかもそれは企業の内部で取引されるの
である13。こうした企業内部での労働力取引の性
質を調べることが、現代における労使関係論の
領域ではないだろうか。

１.４　学際的な研究のための要件

12  前節で述べた政策論的分析方法との違いを吟味することはできなかった。他日を期したい。
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　最初に、経験的な認識を高次に概念化した
ルールという記号は、近隣の学問とのコミュニ
ケーションを容易にすると書いた。このように
主張するには、社会科学が社会的経験を記号的
にとらえることの意義、そして、社会的経験とそ
れの諸部分を研究対象とする学問間との位置関
係をどうとらえるかが、まず明らかにされなけ
ればならない。この２つの前提条件の構築を試
みた［西部78］の内容を簡単に紹介しよう。
　次のような出だしである。「社会科学はいま二
通りのアートから挟撃されて揺れ動いている。
一つは社会工学のアートであり、もう一つは人
文思想のアートである。両者は自然と人間とい
う疑いようのない実在に根ざす知識の産物であ
り、それぞれより確かな実利とより明白な感動
をもとめてやまない。しかしそれらの目論見を
達成するためには、人間を自然のように取り扱
うところに成立する社会科学が両者を架橋しな
ければならない。」14

　自然科学と人文科学の成果を享受する場は社
会であり、社会科学は自然科学と人文科学とを
媒介するところにその意義があるという主張は、
不勉強な私にとって非常に目新しく写った。何
を根拠にして、このような主張がなされるのか
興味を持った。自然科学と人文科学のいったい
何を社会科学は媒介するのか。また、社会科学が
挟撃されているとはどういうことであろうか。
　その根拠は、自然と人間を認識するための言
葉（＝記号）の問題にあった。「一方で自然科学
が人工言語を用いて概念的で抽象的な記号秩序
を志向すれば、他方で人文思想は自然言語を用
いてシンボル的で具体的な記号秩序にとどまろ
うとする。したがってこれらを媒介しようとす
る社会科学は、二つの異なった記号的秩序の断
層面において生きるほかない。」15すなわち、自然
と人間とによって成り立つ社会の現象を説明す
るには、自然科学と人文科学のそれぞれ領域で
使用されている固有の記号を媒介するための解
釈方法を社会科学が保持していることが必要条

件であるということである。
　ここで、氏が次の問題意識を持っていたこと
に留意しなければならない。「その（社会科学の）
記号秩序は両極に引き裂かれて不断に緊張して
いる。ただ、社会科学の対象があくまで人間であ
り、そして対象がある絶対的な重みをもつとい
うことによって、社会科学は人文思想へ近づく
ことによって張りつめたエネルギーを解発し、
自らを解体しようとする傾性もっているらしい

（カッコ内筆者）。」16社会科学が「挟撃」されてい
るというのはこのことを指すのであろう。この
やや象徴的な記述を、西部の議論に基いて、誤解
をおそれずに解釈すれば以下のようになろうか。
　経験を多角形の複雑な構造ととらえると、諸
社会科学はそれぞれ一部分のみについて観察を
おこなっている。もちろん固有の学問には、設定
された概念を体系化する方法的視座があるであ
ろう。「経済学は経験のうちの物質的側面に、社
会学は役割の側面に、政治学は権力の側面に、文
化学は象徴の側面にそれぞれ焦点を当て」17てい
るとみなすことができる。しかし、ある科学が自
己の方法的視座を超えて、多角形の別の辺につ
いて説明を試みようとするとき、そこに研究者
のイデオロギー的な推測が介在する余地がでて
くる。これを排して経験をトータルとしてとら
えるには、各分野で使用される言葉を解釈する
方法がなければならない。そして、共通の解釈方
法は各分野の共通の土台となる基礎論18を必要と
する。この基礎論のもつべき最も基本的な性格
は、「各個別科学の根底にある人間観・社会観を
それぞれ統一的な視野のもとに相対化する」19も
のであり、それを土台とすることで領域間での
コミュニケーションは意味をもつようになる。
何物ともとらえがたい経験を言葉によって表現
せざるを得ない社会科学は、各分野の土台とな
る基礎論、および基礎論から導き出される解釈
規則が求められるのだが、その研究がさほど進
んでいないところに弱点があるのである。
　以上が、［西部78］の提示する社会科学の方法
論上の見解である。この文献は、労使関係論の勉

14 ［西部78-1］33ページ。
15 ［西部78-2］34ページ。
16 ［西部78-3］同上。
17 ［西部89-1］50ページ。
18  基礎論について、［西部78-4］はパーソンズの一般社会学に着想を得て、「社会科学のメディア論」を提唱している。
19 ［西部89-2］62ページ。
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強をすすめていくなかでなかば必然的に手に
取ってしまったものである。残念ながら、細部に
ついて詳しく検討することも、また、見解そのも
のの正当性を推し量る能力も私にはない。今の
ところ、気になる見解であるというしかない。し
かし、労働研究の方法論のあり方について多大
な示唆を与えるように思われる。また、上のよう
な社会科学の方法論上の問題は、労働研究が抱
えている問題と無縁のものではないであろう。
例えば、［石田99］によって示された労務管理論
の論理的欠陥は、組織内のルールという記号的
存在が観察されないことから生じる分かりにく
さにあるといってよいかと思う20。労使関係論と
労務管理論、それは近隣の領域であろうにもか
かわらず、である。
　このような問題を解く糸口が示されたという
ことで、私は研究を進めていく上でいくぶん気
楽になったし、また、こうした方法論上の議論を
正面から検討できるような見識を身につけたい
とも思った。

１.５　小括

　最後に、労使関係という領域において記号的
認識が成立する条件をかんたんにまとめたうえ
で、現代における労使関係論の分析方法をやや
抽象的に示してみたい。
　これまでの文献レビューの結果、労使が対抗
的関係にあり、労働力の集団的取引が主流であ
る場合には、両者の紛争の処理は第３者である
政府の仲介のもとにおこなわれるという構図が
明確にあらわれていた。その際、労使関係のあり
方は「政策」という記号を中心として語られるこ
とが有効であった。「政策」が労使関係の凝集点
として認識されたのは、それが主体（政府・労資）
が取り結ぶ一応の妥協点であったことによる。
そして、それは社会的経験を体系的に説明でき
る包括性と、さらに現実妥当性という要件を満
たしていた。
　労使が協調関係にあり、労働力の個別的取引
が主流である場合においても、同様の方法が使

用されることが望ましいのは言うまでもない。
それには、現実に存在する制度で、包括性を備え
ているものの観察が必要であろう。しかもそれ
は、いまや企業のなかに存在する労働力取引の
制度である。次章でその様式を検討しようと思
う。

２．部門の業績管理の検討

　労使関係論は、労働力取引のあり方、労働力支
出のあり方が国によって一様ではない理由を研
究するという意味で、経済学の前提問題を研究
する位置付けにあるということ、そして、現代労
使関係の領域は企業内部に存在することが前章
で示された。ここでは、この２つをふまえて、現
代の労使関係は、何をどのように研究すれば理
解されるかを探りたい。それには、著名な小池

「知的熟練」の検討が意義深いと思われる。

２.１　小池和男「知的熟練」の検討から

　現代の労働力取引の様式は、大企業の正社員
（ここではブルーカラー）にかぎって言えば、そ
の雇用の流動性はすくないとみるべきである21か
ら、そこでの労働力取引のあり方、すなわち、労
働力の配分とその価格決定は労働市場よりもむ
しろ企業内部で行われていることになる。とす
れば、その取引の合意形成のあり方は、企業組織
のパフォーマンスに影響を与えるであろうし、
より具体的には労働生産性の良し悪しに影響を
与えるともいえる。現代の労使関係は、このよう
に企業におけるの生産性の問題に注目が集めら
れている。しかし、各国の付加価値生産性などの
統計資料をもとにその数値と通念から単に推測
するだけで終わらせるわけにはいかない。労働
力取引のあり方が、どの程度生産性の上昇に寄
与しているかが明確にならないからである。そ
れには労働力取引のあり方（作業組織のあり方
といってもよい）を特徴づけ、その労働生産性へ
の寄与を説明する「ものさし」が必要である。ま

20 ［石田99-1］を参照。「労働力の効率的利用」など、組織目的を一般的に置くために、労務管理諸施策と目的との有機的な関連が
認められないというものである。市場の要請から導き出される組織目的と組織内のルールは、結合して理解されなければならな
いだろう。

21  例えば、［小池99］130ページ。
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た、例えば、日本的経営の移転可能性について論
じるにしても、そのものさしがないことには実
践的な議論も困難であろう。
　さて、［小池77］の場合、そのものさしは「キャ
リア形成」と労働組合の参加の程度であった。企
業内部の労働市場で取引される様子を知るには、
さしあたり採用、解雇、配転、昇進、賃金体系、
さらに教育訓練の仕組みに労使がどのような合
意を形作っているか、それらのルールを見る必
要がある。この著書では教育訓練制度は調べら
れていない。主として、配転、昇進が調査され、
日米比較が行われている。アメリカについては、
職務給制度のもとで、先任権順位に従う昇進の
仕組みがキャリア形成の文脈からよく描かれて
いる。労働組合が先任権という指標を媒介にし
て、この点に関して強力に規制していることが
分かる。一方、日本については、配転に関する労
使のマギレのないルールは見ることができず、
昇進に関してそれは顕著であった。また、職務給
をとらない日本の賃率については、「（長期勤続
のもとでは）、広い移動は「年功的」上がり方と
親和的であろう」22 と推論されているにすぎな
い。
　比較的最近の著書、［小池99］は、それをどう
説明しているであろうか。
　この著書では、「知的熟練」というものさしを
用いて、「仕事の仕方や報酬の払い方」を説明す
る。今までの氏の調査結果などを一般化してそ
れを経済学的に説明しているので、上に見た日
本における内部労働市場のルールのあいまいさ
はすでに解決されたかのようである23。しかし、
知的熟練を支える制度は国民経済の観点から見
た企業のインセンティブや報酬による労働者の
動機付けによってしか説明されていないので、

「キャリア」の議論はぼかされているかのようで
もある。これでは、「知的熟練」は生産性やコス
ト削減に寄与していてもおかしくはない、とい
うくらいしか言えない24。より積極的に職場の生
産性を説明するには、経営規制という変数が加

えられなければならない。この点について、若干
の説明が必要であろう25。
　日英ブルーカラーの賃金・人事制度をみた［石
田90］によれば、日本のみが先進諸国の中で労
働力の個別取引をしているということであった
26。これは労働者個人の働きぶりに応じた報酬
を支払う仕組みであるが、それには他の国とは
異なる作業組織が前提となる。すなわち、日本に
おいては、コスト低減や品質確保などにかかわ
る権限が現場の作業集団に相当程度委譲され、
そして、その成果は労働者個人の査定に反映さ
れるということを示している。生産性にかかわ
る作業が日常的な業務に組み込まれており、労
働力の取引が個別化されているのである。こう
した日本の「仕事の仕方」を知るには、業務や報
酬を規定している経営規制をみることが有効で
あろう。すなわち、「熟練」に関する小池説に付
け加えられるべき説明変数は、従業員を具体的
に規制する業務計画であり、換言すれば、経営目
標・経営計画から演繹的に導き出される作業組
織の目標とそれを達成するための現場レベルで
の計画である。日本における労働力取引のあい
まいさは、こうした分析視角から有効に取り除
かれるであろうと思われる。また、外国に目を向
ければ、例えば労使の協調路線が進み、a rate for
the jobが崩れつつあるイギリスにおいても、集団
的取引ではなく経営規制の視角がなければ、そ
の変化についての実践的な議論はできないよう
に思われる27。
　

２.２　経営規制から部門の業績管理へ

　以上の説明から、現代の労使関係をみるには
経営規制の視角が必要であることが明らかに
なった。当然のことながら、経営規制をただ場当
たり的にみるのではなく、「仕事の仕方」に体系
づけてみなければならない。それには次のよう
な枠組みを念頭に置くことが肝要である。それ

22 ［小池77］181ページ。
23  日本企業のキャリアの特徴である「長期雇用」「遅い選抜」「年功賃金」は、知的熟練の形成を支える制度であるととらえられて

いる。
24  生産性向上がはかられるのであれば、知的熟練を支える制度が諸外国ですぐさま導入れてもおかしくはないが、現実は必ずしも

そうではない。この点を「知的熟練」を根拠に説明するのは難しいと思う。
25 ［石田96a-2］を参照。
26 ［石田90］第１章。
27 ［Brown 98］を参照。
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は、市場、仕事、人、報酬という経営活動の流れ
のなかから、仕事にかかわる経営規制をみると
いう枠組みである28。この枠組みによれば、仕事
はおよそ次のような流れで従業員個人（人）へと
配分される。（ア）経営者は市場に要請されて経
営戦略をたてる。（イ）経営戦略は経営計画とし
て具体化される。（ウ）経営計画は各部門の計画
に細分化される。（エ）部門の計画にもとづいて
各作業組織の業務内容が決まる。ついでながら、

（オ）業務内容に基いて従業員の報酬が決まる。
このような流れのなかで、（ウ）以下が「仕事の
仕方」を左右する重要な要因となる。それは、

（ウ）と（エ）に労働力取引の受容の契機がある
ことが理由である。各部門では経営計画に従っ
て目標が設定され、各部署では部門の目標を振
り分けられるのであるが、こうした目標には、誰
が、何を、いつまでに達成するかという項目が含
まれている。このような労働力の支出を導くの
は一方では報酬制度によるインセンティブであ
り、他方では一般的に部門29ごとの予算と実績の
管理の仕組みによる統制なのである30。報酬制度
は労働力支出を保証する条件、予算・実績管理に
よる統制は具体的な労働力の支出を規定する条
件であると言い換えてよいかもしれない。具体
的な労働力を引き出す統制機能は、実際には「サ
ンクション」である31。それは、期初に定められ
る部門目標が基準を満たしていない場合、期中
になんらかの集団会合の場で、その部門長が受
ける社会的制裁をいう。このような期中の進捗
管理で議論される事項が、その部門の達成すべ
き目標を満たすための具体的方策となる。そし
て、その具体的方策は従業員が行う仕事の質・量
の変動を定性的に示す指標となるわけである。
ともかく、以上のことから「仕事の仕方」を十分
に説明する領域は、（ウ）以下の部門の業績管理
にあることがわかる。
　なお、このような視角から日本の自動車企業
を調べたものとして、［石田他97］がある。工場
→部→課→係→職場という目標設定の流れのな
かで、作業組織の業務や生産性、従業員の賃金お
よびそれらへの労使協議の関わりについて体系
的に記述されていたように思う。

　また、類似する研究領域として、経営学の分野
では［伊丹86］がある。そこではマネジメント・
コントロールという概念を軸にして、「報酬の払
い方や仕事の仕方」にかかわる経営規制が体系
的に説明されていた。しかし、企業は労働力取引
の場であるという視点が乏しく、そこに描かれ
る人間観（従業員の公平観）はやや抽象化されす
ぎているように思えた。

３．課題

　労使関係論に関する、私のわずかな文献レ
ビューはここで行き止まりである。私の不勉強
によるところが大きいのだが、しかし、先が見当
たらないのである。
　上述した部門の業績管理という枠組みのなか
には、ホワイトカラーも対象として含まれるの
であるが、今までのところ、主としてブルーカ
ラーの議論となっている。ブルーカラーにおけ
る労使の取引関係がホワイトカラーと同様であ
るということは、もちろんない。問題はホワイト
カラーの労働給付と反対給付のルールをいかに
観察するかにあるのだが、その困難は、直感的
にも次のように理解されよう。（ア）仕事の質・
量は非常に多様であり、（イ）仕事の質・量と成
果との関連をとらえにくいために評価が難しい。
この問題の解決には、実証的な研究の積み重ね
が不可欠であると同時に、新たな分析枠組みが
必要である。
　しかし、労使関係論の中から外へ目を転ずれ
ば、ホワイトカラーの研究を行うにあたって、検
討されるべきいくつかの研究がありそうである。
さしあたり２つに見当をつけているのだが、そ
れは、ひとつは経営学（特に労務管理論）、もう
ひとつは生産システム論である。まずはそれら
の文献から学ぶ必要があるだろう。
　今、その２つの研究領域について、あまり裏づ
けのない私の観察を記述することが許されるな
らば、それは次のように示すことができる。
　まずは、労務管理論について。１.４で少し述
べたが、労務管理論には根深い問題があるよう

28 ［石田99-2］33ページを参照。
29  事業部制をとる企業では、部門がプロフィット・センターあるいはインベストメント・センターとなっているので。
30 ［石田99-3］33ページ。
31 ［石田98b］140－ 142ページを参照。
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に思える。労務管理の実践を一般的な組織目的
から直線的に記述しようとする研究32は、特にそ
うである。こうした研究は、労務管理の領域に関
する精緻な記述は可能ではあっても、展開に乏
しい。というのも、労務管理という組織内のシス
テムが、財務や生産管理などとどのようにかか
わっているのか明らかではないからである。
　次に生産システム論について。仕事の質・量を
考察する方法論としての、生産システム論と部
門業績管理を比較すれば次のようなことが言え
るのではないか。
　生産システム論は、労働力の効率的利用とい
う経営目的達成のために、企業が市場から取り
こむ多様な情報（競争要因）と具体的生産システ
ムとの結合様式の分析をおこなうものであると
理解している。現状では、市場の競争要因から離
れているホワイトカラー労働をシステマティッ
クな生産システムとして認識することは困難で
あるように思われる。
　部門業績管理という枠組みにおいては、競争
要因のうち生産性（コスト）が最も重要な因子と
して取り扱われ、その他は生産システムのうち
に組み込まれているものとして取り扱われる。
それゆえ、業種を超えて仕事と従業員との関係
を考察しやすいという利点がある。それは次の
ような理由からではないかと考えられる。第１
に、労働給付と反対給付という労使の取引関係
が出発点であり、企業内での労働力取引の実質
的ルールである予算・実績管理が仕事の質と量
を規定していると考えられる。さらに、このルー
ルを起点として、具体的な生産システムが記述
される。第２に、企業内で達成されるべき商品の
個々の競争要因は原価率や売上や経常利益など
の指標で統合されて示されるが、それと最も関
連する指標が生産性（コスト）の問題であり、そ
れ以外は副次的に（もしくは方針管理として組
み込まれた事項として）取り扱っても支障がな
いと想定される。
　このように、部門業績管理においては、具体的
な生産システムを考察することは、サブ・システ
ムであるといえる。しかし、企業で生産され販売
される商品の特性が部門の業績管理にもたらす
影響はおそらく大きいと考えられるし、また、そ
のために方針管理の内容は大きく異なるに違い

ない。検討の余地があるように思える。
　以上が、労務管理論と生産システム論につい
ての私の簡単な観察結果である。前述のとおり、
しかるべき文献を正確にかつ深く読み込んだ結
果ではない。それは今後の課題である。
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